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資料 町村将来計画等 

 

１）広野町：「第五次広野町町勢振興計画」（平成 28 年３月） 

 「第五次広野町町勢振興計画」のなかでは、広野町の将来として“子どもの歓声とともに新たな時

代を拓くまち 広野”を掲げており、それの実現のためにまちづくりの基本理念３つと将来像の実現

に向けた施策大綱７つを掲げている。 

 そのうち廃棄物関連事項として、不法投棄・ポイ捨ての防止等に関して、および、ごみ問題にかか

る環境保全、自然保護を謳っている。 

 

注：赤字は廃棄物処理機関連する事項  
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２）楢葉町：「第六次楢葉町勢振興計画」（令和３年３月） 

 「第六次楢葉町勢振興計画」では、まちの将来像として“笑顔とチャレンジがあふれるまち ならは”

を掲げ、基本理念として４つ謳っている。基本理念を現実にするため、基本目標を６つ挙げている。 

 廃棄物関連事項としては、リサイクルハウスの整備や、汚水・汚泥に関する広域化の検討を挙げて

いる。 
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３）富岡町：「富岡町災害復興計画（第二次）後期」（令和２年３月） 

 「富岡町災害復興計画（第二次）後期」では、目指すべき姿として“人が生き 町が活き 未来が

いきる 富岡町”としており、２つの基本理念、５つの基本方針、５つの政策と 15 の重要施策をたて

ている。 

 廃棄物関連事項は直接的には触れていないが、重要施策（３）自然環境の回復とあり、生活排水の

適切な処理をすることにより、河川や海の環境回復につながるものと考える。 
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４）川内村：「川内村第五次総合計画」（平成 30 年３月） 

 「川内村第五次総合計画」では“今を乗り越え、その先へ Go！Beyond！”をキャッチフレーズに

基本施策６つと基本施策の実現のための方針を掲げている。 

 生活排水処理関連は、①農業集落排水の接続可能な範囲では加入の推進、②接続困難な地域では合

併処理浄化槽の設置の促進を謳っている。 
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５）大熊町：「大熊町 第二期まち・ひと・しごと創生総合戦略」（令和２年３月） 

 「大熊町 第二期まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、計画の理念として、“１．避難先及び大

熊町町内での安定した生活”と“２．帰町を選択できるとともに、町外からも人が来たくなる環境づ

くり”を掲げている。それら達成のため、基本目標を４つ定めている。 

 廃棄物処理関連では、特定復興再生拠点区域外の住宅地から離れた場所にリサイクルセンターの誘

致を進め、復興拠点等の整備に伴い町内外から発生する一定の線量がある廃棄物の仕分けやリサイク

ルの推進を目指している。 

 

  



資料 3-6 

 

 

６）双葉町：「双葉町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（令和３年３月） 

 「双葉町まち・ひと・しごと創生総合戦力」では基本施策と施策実行のための重視する要素を示し

ている。また、重視する視点として、「まち」、「ひと」、「しごと」の創生を挙げている。 
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７）浪江町：「まち・ひと・しごと創生浪江町総合戦略（第２期）」（令和２年３月） 

 「まち・ひと・しごと創生浪江町総合戦略（第２期）」では、基本理念を“未来へつなぐ ふるさと

なみえの創建”とし、４つの視点、４つの基本目標を示している。 
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８）葛尾村：「葛尾村総合戦略」（令和２年３月） 

 「葛尾村総合戦略」では、目指すべき復興後の姿として「エコ・コンパクトビレッジ ～自然と

共生し、一人ひとりの笑顔が見える、持続可能なふるさと「かつらお」～」を掲げている。また、

復興まちづくりの目標として３つの柱として、①住まい・絆づくり、②安全・安心づくり、③産業

再生・活力づくりを掲げ、これらの実現のための 13 の主要施策を示している。 

 

 

 


